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町民課くらし環境係  ☎ 85-6131 ／長井警察署  ☎ 84-0110 ／白鷹西駐在所  ☎ 85-2029 ／白鷹東駐在所  ☎ 85-2046

高齢者の交通事故防止
推進強化月間
期間：10 月 15 日（土）～ 11 月 14 日（月）

▼  歩行者は…

①いつもの道でも油断せず、「いつでも・どこでも  

　安全確認」をしましょう。

②夕方からの外出の際は、明るい色の服装とピカ

　ピカ光る夜光反射材を身につけましょう。

▼  運転者は…

①心と時間に余裕をもって行動し、信号機や一時

　停止標識等の交通ルールを遵守しましょう。

②歩行者や自転車、車等の存在・動静に注意して

　前をよく見て運転に集中しましょう。

③横断歩道では「横断歩行者絶対優先」の交通ルー

　ルを遵守し、横断者がいる時は必ず一時停止し

　て安全に横断させましょう。

④夕暮れ時は早めにライトを点灯しましょう。
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全国地域安全運動
期間：10 月 11 日（火）～ 20 日（木）

①特殊詐欺の被害防止
②子どもと女性の犯罪被害の防止
③施錠の徹底による住宅対象侵入犯罪、自転車
　盗、車上ねらい被害防止
④青パト活動等の自主防犯活動の活性化、防犯
　カメラ等防犯設備の拡充等による犯罪の防止

運動の重点

高齢者世帯訪問事業を実施
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